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２０２３年度事業報告 

（2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日） 

Ⅰ．法人の概況 

１．設立年月日  昭和１７年４月９日 

昭和１７年４月９日「財団法人神野報恩会」として設立後、昭和５１年２月１８日「財団法

人神野教育財団」へ名称変更。平成２６年４月１日から公益財団法人に移行。 

 

２．定款に定める目的 

この法人は、愛知県東三河地域に関わりの深い大学に在学する学生に対し奨学援助を行うと

ともに、同地域の教育・文化の向上に資する諸活動に対する助成を通じ、有為な人材を育成

することを目的とする。 

 

３．定款に定める事業内容 

（１）経済的理由で修学困難な学生に対する奨学金の給付 

（２）地域の教育・文化の向上に資する活動に対して助成する事業 

（３）自主的に海外研修を行う学生に対して助成する事業 

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

４．所管行政庁に関する事項 

愛知県知事 

 

５．役員等に関する事項 

 

６．職員に関する事項 

株式会社サーラコーポレーション社員の兼務により事務の処理を行っている。 

 

職 氏名 常勤／非常勤の別 主な職業（2024 年 3 月末日現在） 

理事長 神野 吾郎 非常勤 
株式会社サーラコーポレーション 代表取締役社長 兼 グル

ープ代表・CEO 

常務理事 松井 和彦 非常勤 株式会社サーラコーポレーション アドバイザー 

理事 石川 誠 非常勤 豊橋倉庫株式会社 代表取締役社長 

理事 伊藤 晴康 非常勤 学校法人藤ノ花学園 理事長 

理事 下谷 剛嗣 非常勤 豊橋交響楽団 音楽監督 

理事 星野 君夫 非常勤 豊橋商工会議所 参与 

監事 寺田 定雄 非常勤 株式会社中部 常務取締役 

監事 中西 隆一 非常勤 税理士、中西会計事務所 所長 

評議員 神野 左和子 非常勤 特定非営利活動法人 Kids&Mama NPO ねこのて 理事長 

評議員 小林 和夫 非常勤 豊橋商工会議所 専務理事 

評議員 鈴木 敬太郎 非常勤 サーラエナジー株式会社 代表取締役社長 

評議員 高橋 豊彦 非常勤 東三河ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 

評議員 戸田 敏行 非常勤 愛知大学 地域政策学部 教授 

評議員 中村 捷二 非常勤 株式会社サーラコーポレーション エグゼクティブアドバイザー 

評議員 松尾 享史 非常勤 サーラ住宅株式会社 監査役 

評議員 満田  稔 非常勤 学校法人桜丘学園 特別顧問 

評議員 山本 光伸 非常勤 株式会社小倉屋 顧問 
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Ⅱ．事業の状況 

 

１．事業の実施状況 

事業計画に基づき、各事業の募集を４月中旬に開始した。奨学金給付及び海外研修助成につい

ては、各指定校に募集案内を郵送し、対象者の推薦を依頼した。また、教育・文化活動助成につ

いては、当財団ホームページへの募集要項掲載、東三河地域の大学及び小中高校への募集案内

送付のほか、地方新聞紙面及びケーブルテレビ番組内での告知などを実施した。７月１３日に

選考委員会を開催し、奨学生及び助成対象者の選考を行い、その後、８月７日開催の決定通知

書授与式を経て、個々に奨学金・助成金を支給した。 

 

（１）経済的な理由により修学が困難である学生に対する奨学金の給付 （定款第４条１号） 

当財団が指定する大学院の修士または博士課程に在籍する学生で、学長より推薦を受けた者

より選考の結果、２名にそれぞれ奨学金 500,000 円（年額）を支給した。 

 

（２）地域の教育・文化の向上に資する活動に対して助成する事業 （定款第４条２号） 

（ア）当年度内に行われる愛知県東三河地区を基盤とした優れた学校教育活動または社会教育活

動、文化活動を行っている個人または団体に対して、その活動費用の一部を事前に助成するも

の（公募方式）。当年度は２７件の応募があり、選考の結果、下記８件に合計1,760,000円を

支給した。 

№ 団体名（個人名） 活動名称（テーマ） 助成額 

1 吉田郷土玩具プロジェクト 
吉田郷土玩具プロジェクト 豊橋の郷土玩具

の復活と伝統文化の発信 
240,000円 

2 【個人】髙木 松生 勝頼退却の道を辿る 180,000円 

3 
一般社団法人移住者人材バン

ク 

「東三河の推しどころ」 フォトコンテストの開

催 
200,000円 

4 
愛知大学 地域政策学部 藤

井吉隆ゼミ 

次郎柿の消費拡大と産地振興に関する調査活

動 
200,000円 

5 

豊橋創造大学 保健医療学部

看護学科 小児看護学ゼミ

（河合・川合） 

「入院中でも学校とつながる支援」 学校教員に

対するテレロボの啓発活動 
200,000円 

6 
みずのうえ文化センター実行

委員会 
アートイベント 「毎月の水あび｣   300,000円 

7 
豊橋技術科学大学 社会連携

推進センター 

小中学生の科学研究への支援環境整備：STEM 教

育へ結ぶ試みとして 
300,000円 

8 【個人】成田 萌 成田萌ヴァイオリンリサイタル 140,000円 

 

（イ）２０２１年度より開始した「神野信郎基金」を財源とするテーマ指定の助成事業で、愛知県

の神野新田を中心とした三河港周辺地区の歴史･文化に関する調査研究、保存・公開、教育等

の活動を行う個人または団体に対して、その活動費用の一部を事前に助成するもの（公募方

式）。３年目の当年度は１件の応募があり、選考の結果、前年度からの継続活動１件とあわせ

て下記２件に合計2,040,910円を支給した。 
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・新規活動 
№ 団体名（個人名） 活動名称（テーマ） 助成期間 助成額 

1 
特定非営利活動法

人 ひとすじの会 

とよはし歴史群像劇『神野新田物語』か

ら『みかわ港開発・物語』へ ～三河港

開発を実現させた神野太郎・河合陸郎・

青木茂、三人の思い～ 

１年 542,910円 

 

・継続活動 

№ 団体名（個人名） 活動名称（テーマ） 助成期間 助成額 

1 神野新田研究会 

東三河の近代化を支えた神野新田と三河

港周辺地区をめぐる研究推進・情報発信

ネットワークの構築 

５年 

（3年目） 
1,498,000円 

 

（ウ）愛知県東三河地区を基盤として、自然、環境、歴史、国際、暮らし、エネルギー等をテーマ

とし、教育・文化活動の振興に寄与すると認められる講演会、研修会、展示会等に対して助成

を行うもの。（地方自治体、他公益法人との共催方式）理事会での審議を経て、下記１件に助

成金100,000円を支給した。 

№ 事業名 助成額 

１ 「青少年のための科学の祭典 2023・東三河大会」 100,000円 

 

（３）自主的に海外研修を行う学生に対して助成する事業 （定款第４条３号） 

当財団が指定する大学院の修士または博士課程に在籍する学生が自ら主体的に企画した海外

研修活動について、学長より推薦を受けた者より選考の結果、２件にそれぞれ助成金 300,000

円を支給した。 

 

（※１）２０２３年度選考委員会 

日  時：７月１３日（木）９時１５分～１１時００分 

場  所：株式会社サーラコーポレーション本社７階会議室 

選考委員：神野評議員、下谷理事、鈴木理事、高橋評議員、戸田評議員（委員長） 

     松井常務理事、山本評議員 

議事事項：奨学生及び大学院生海外研修助成対象者、教育・文化活動助成対象者の選考 

 

（※２）２０２３年度決定通知書授与式 

日  時：８月７日（月）１０時～１２時１０分 

場  所：ホテルアークリッシュ豊橋 ５階 ザ・グレイス 

出 席 者：大学院生奨学生（２名）、大学院生海外研修助成対象者（１名） 

教育・文化活動助成対象者（６団体・２個人出席） 

教育・文化活動助成（テーマ指定）対象者（２団体出席） 

出席役員：神野理事長、松井常務理事、石川理事、伊藤理事、下谷理事、星野理事、寺田監事、

神野評議員、小林評議員、鈴木評議員、高橋評議員、戸田評議員、山本評議員 

 
２．重要な契約に関する事項 

該当なし 

 

３．役員会等に関する事項 

（１）理事会 
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開催年月日 議 事 事 項 

２０２３年 

６月６日 

第１号議案 ２０２２年度公益財団法人神野教育財団事業報告及び収支決算について 
第２号議案 ２０２３年６月定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項につ

いて 
第３号議案 ２０２３年度選考委員会委員の選任について 
報告事項 業務執行状況報告 

２０２４年 

３月２７日 

議案 ２０２４年度事業計画及び収支予算について 

報告事項 業務執行状況報告 

 

（２）評議員会 
開催年月日 議 事 事 項 

２０２３年 

６月２１日 

第１号議案 議長の選出について 

第２号議案 議事録署名人の選出について 

第３号議案 ２０２２年度公益財団法人神野教育財団事業報告及び収支決算について 

報告事項 ２０２３年度選考委員会委員について 

 

（３）監事会 

開催年月日 監 査 事 項 

２０２３年 

５月１５日 

・２０２２年度計算書類等（貸借対照表及び財産目録） 

・２０２２年度事業報告書類等 

・理事長の職務の執行の状況等 

 

 

Ⅲ 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 

該当なし 

 

以 上 


